
エ
ク
イ
タ
ブ
〃
と
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル

　
　
ー
イ
ギ
リ
ス
主
要
生
保
二
社
の
比
較
史
的
事
例
研
究
1

米
　
　
山

高
　
　
生
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は
じ
め
に

　
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
生
命
保
険
会
社
」
（
向
｛
岸
き
一
〇
■
豪
ぎ
彗
－

量
昌
①
ω
9
季
さ
以
下
「
エ
ク
イ
タ
プ
ル
」
と
略
記
）
と
「
プ
ル

デ
ン
シ
．
ヤ
ル
保
険
会
社
」
（
軍
邑
①
算
邑
＞
窒
膏
竃
8
0
0
・
巨
O
二

以
下
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
と
略
記
）
は
、
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
生

保
会
社
史
上
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
て
い
る
企
業
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
く
し
く
も
両
社
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
名
称
を
模
倣
す
る
企

＾
1
〕

業
を
も
っ
た
ほ
ど
世
界
保
険
史
上
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響

カ
を
持
っ
た
企
業
で
あ
る
。
し
か
し
両
社
の
扱
う
生
保
商
品
は
第

四
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
二
つ
の
対
照
的
な
「
原
理
」
に
も
と
づ

い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
原
理
」
が
両
社
の
企
業
戦
略
を
あ
る

程
度
規
定
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
本
稿
で

は
イ
ギ
リ
ス
生
保
史
上
最
も
注
目
に
値
す
る
こ
の
二
社
を
と
り
あ

げ
て
、
そ
の
比
較
史
的
事
例
研
究
を
行
う
。

　
（
1
）
　
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
社
へ
の
影
響
は
犬

　
　
き
な
も
の
で
あ
り
、
名
称
の
模
倣
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
リ

　
　
ア
ム
．
H
．
A
．
力
－
著
『
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
の
経
営
戦
略
』
千
倉

　
　
書
房
、
昭
和
五
六
年
、
三
二
－
四
頁
、
参
照
。

＝
　
エ
ク
イ
タ
プ
ル
の
企
業
戦
略

　
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
が
一
七
六
二
年
に
設
立
さ
れ
る
ま
で
は
、

一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
生
命
保
険
は
、
共
済
組
合
的
色
彩
の
強
い

「
ア
、
ミ
カ
ブ
ル
」
（
＞
昌
斥
閂
巨
O
ω
0
9
9
く
δ
『
凹
勺
O
『
勺
0
9
巴
＞
窃
目
－
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『
彗
8
0
雷
8
）
と
特
許
会
社
二
社
と
個
人
保
険
業
者
に
よ
っ
て
営

ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
よ
る
生
命
保
険
は
、
合
理
的
な

料
率
計
算
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
短
期
保
険
に
限

ら
れ
て
い
た
。
そ
の
上
、
遺
族
の
生
活
保
障
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
生
涯
不
動
産
権
（
肩
巴
算
害
霧
誌
）
の
購
入
の
際
に
貸
し
つ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

れ
る
資
金
を
保
全
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
ま

た
個
人
保
険
業
者
に
よ
る
も
の
は
、
有
名
人
の
生
命
に
保
険
を
か

け
る
な
ど
と
い
う
、
き
わ
め
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
的
色
彩
の
強
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
。

　
合
理
的
な
料
率
計
算
の
基
礎
と
な
る
数
学
的
発
展
は
、
一
七
世

紀
に
は
す
で
に
み
ら
れ
て
い
た
。
一
七
世
紀
中
葉
に
は
ヤ
ン
・

デ
・
ウ
イ
ヅ
ト
（
－
彗
．
象
ミ
奉
）
に
よ
っ
て
保
険
数
理
的
基
礎

が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
ニ
ハ
九
三
年
に
は
料
率
計
算
の
根
拠
と

な
る
死
亡
表
が
天
文
学
者
エ
ド
モ
ン
ド
・
ハ
レ
ー
（
向
｛
目
o
邑

｝
昌
｛
）
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
八
世
紀
半
頃
ま
で

に
は
英
国
亡
命
フ
ラ
ン
ス
人
の
数
学
者
ド
ゥ
・
モ
ワ
ブ
ル
（
＞
σ
－

轟
臣
昌
ま
峯
o
ξ
篶
）
に
よ
っ
て
基
本
的
な
保
険
数
理
が
完
成
さ

＾
3
）

れ
た
。
こ
の
よ
う
な
保
険
数
理
の
発
展
は
、
一
八
世
紀
の
中
葉
に

は
す
で
に
科
学
的
な
料
率
計
算
に
も
と
づ
い
た
「
近
代
生
命
保

険
」
の
成
立
の
た
め
の
機
が
熟
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
申
で
生
ま
れ
た
の
が
、
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
設
立
の
発
起
者
と
な

っ
た
め
は
、
“
ウ
．
モ
ツ
ブ
ル
の
弟
子
で
あ
っ
た
ド
ヅ
ド
ソ
ン

（
盲
昌
鶉
U
o
象
昌
）
で
あ
っ
た
。
彼
の
興
味
を
生
命
保
険
へ
と
向

か
わ
せ
た
も
の
は
、
生
保
非
常
準
備
金
（
ミ
0
8
；
垢
昌
9
鶉
）

　
　
　
　
　
？
）

の
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
を
新
し
い
生
保
会
社
の
設
立
に
む

か
わ
せ
た
契
機
は
、
「
ア
ミ
カ
ブ
ル
」
が
年
齢
を
理
由
に
彼
の
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

入
を
拒
否
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
七
五
六
年
に
彼
は
ロ
ン
ド
ン

で
彼
の
理
想
と
す
る
新
し
い
生
保
会
社
設
立
の
た
め
の
■
一
連
の
週

例
会
合
を
開
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
相
互
生
命
保
険
に
関
す
る
提
案

を
説
明
し
、
設
立
特
許
を
得
る
た
め
に
彼
と
行
動
を
共
に
す
る
賛

　
　
　
＾
6
）

同
者
を
得
沈
。
そ
の
後
、
“
ツ
。
ド
ソ
ン
の
死
亡
や
既
存
企
業
の
妨

害
に
よ
っ
て
当
初
の
計
画
は
遅
延
、
挫
折
し
た
が
、
最
終
的
に

は
一
七
六
一
年
に
ド
ヅ
ゾ
ソ
ン
の
後
継
者
モ
ア
ズ
（
川
o
ミ
里
、
o

肉
o
≦
o
峯
o
冨
ω
）
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
目
論
見
書
（
U
o
＆
o
｛

ω
o
匡
①
冒
①
鼻
）
に
も
と
づ
き
、
法
的
に
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ヅ
プ
と

し
て
設
立
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
翌
年
に
保
険
業
務
が
開
始
さ

れ
た
。

　
設
立
後
の
企
業
活
動
の
検
討
に
先
立
っ
て
、
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」

の
設
立
メ
ン
バ
ー
達
の
発
起
理
念
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
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＾
ヱ

そ
れ
は
要
約
す
れ
ぱ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
同

社
が
相
亙
保
険
を
営
な
む
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
目
的
は
主
た
る
生

計
者
の
不
慮
の
死
か
ら
被
扶
養
者
を
保
護
す
ゐ
こ
と
。
第
二
に
、

保
険
の
開
放
性
と
商
品
性
。
す
な
わ
ち
付
保
さ
れ
う
る
す
べ
て
の

人
が
自
由
に
参
加
し
、
か
つ
そ
の
際
、
利
益
参
加
契
約
（
唱
ま
0
7

勺
き
昌
）
、
非
参
加
契
約
の
選
択
権
を
持
つ
こ
と
。
第
三
に
、
科
学

的
な
計
算
に
も
と
づ
い
た
合
理
的
な
保
険
料
率
の
算
定
。
第
四
に
、

契
約
者
間
の
公
正
主
義
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
契
約
者
は
「
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
呂
）

的
な
配
慮
や
優
遇
な
し
に
」
発
起
人
と
同
等
の
条
件
で
契
約
が
お

こ
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
　
一
七
五
七

年
四
月
二
〇
日
に
枢
密
院
に
提
出
さ
れ
た
講
願
書
に
あ
ら
わ
れ
た

発
起
人
の
設
立
理
念
で
あ
る
が
、
こ
の
請
願
が
斥
け
ら
れ
た
後
も

「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
に
基
本
的
に
生
き
続
け
た
こ
と
に
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
、
．
当
初
の
法
人
会
社
設
立

の
意
図
は
か
な
え
ら
れ
な
・
か
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
理
念
を

継
承
し
て
一
七
六
二
年
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ヅ
プ
と
し
て
生
誕
し
た

わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
．
　
　
．

　
初
期
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
歴
史
は
一
七
六
二
年
か
ら
一
八
二

〇
年
頃
ま
で
と
区
分
で
き
る
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
次
の
三
つ
の
時

期
に
分
け
ら
れ
る
。
草
創
期
（
一
七
六
二
－
一
七
七
五
）
、
成
長

期
（
一
七
七
六
－
一
八
〇
九
）
、
転
換
期
（
一
八
一
〇
－
一
八
二

〇
）
で
あ
る
。
以
下
順
を
追
っ
て
概
述
し
よ
う
。

　
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
設
立
時
か
ら
「
保
険
の
価
格
は
保
険
が

か
け
ら
れ
て
い
る
人
の
年
齢
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら

　
＾
9
）

な
い
」
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
、
含
理
的
な
料
率
計
算
に
よ

る
保
険
業
務
を
展
開
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
終
身
保
険
が

可
能
に
な
る
な
ど
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
既
存
保
険
企
業
に
ま
さ

っ
た
保
険
技
術
上
の
い
く
つ
か
の
特
長
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、

一
九
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に
は
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
主
要
保
険
企
業
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
保
険
技
術
的
優
位

を
基
盤
と
す
る
戒
長
過
程
に
全
く
困
難
が
生
じ
て
い
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
設
立
後
一
七
七
〇
年
頃
ま
で
は
、
一
時
的
な

資
金
不
足
と
企
業
内
部
の
紛
争
が
生
じ
て
い
た
。
前
者
は
す
ぐ
に

　
　
　
　
＾
1
0
〕

回
避
さ
れ
た
が
、
「
内
紛
」
の
方
は
解
決
ま
で
に
長
ぴ
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
同
杜
の
企
業
構
造
に
重
要
な
影
響
を
与

え
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
「
内

紛
」
は
、
会
社
設
立
の
た
め
の
基
金
を
拠
出
し
た
者
（
竃
ま
o
手

ま
冨
）
と
一
般
加
入
者
と
の
間
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
パ

わ
ち
発
起
人
1
1
基
金
拠
出
者
H
旧
契
約
者
へ
の
優
先
的
利
益
分
与

に
よ
っ
て
、
新
規
契
約
者
に
不
利
益
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
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は
「
公
正
の
原
理
」
（
ω
｛
ま
巨
①
勺
ユ
9
亘
O
）
に
反
す
る
と
い
う

主
張
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
ま
き
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
と

も
す
れ
ぱ
基
金
拠
出
者
あ
る
い
は
創
立
者
の
専
制
的
な
支
配
に
陥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

り
が
ち
な
初
期
の
相
互
生
保
企
業
の
中
で
、
契
約
者
主
権
の
問
題

が
生
じ
た
と
い
う
意
味
で
も
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
結

局
基
金
拠
出
者
に
対
し
て
一
口
当
り
に
一
定
の
金
額
を
十
数
間
に

亘
っ
て
支
払
う
と
い
う
処
置
に
よ
っ
て
一
七
七
〇
年
に
解
決
す
る

の
で
あ
る
が
、
基
金
拠
出
者
に
有
利
な
利
益
処
分
お
よ
び
彼
ら
の

企
業
支
配
が
こ
の
時
点
で
あ
る
程
度
た
ち
き
ら
れ
た
も
の
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

ら
れ
る
。
こ
の
内
紛
と
そ
の
解
決
は
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
3
）

後
の
特
徴
を
性
楕
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
成
長
の
出
発

点
を
用
意
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
成
長
期
（
一
七
七
五
－
一
八

〇
九
）
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
大
い
に
保
険
技
術
上
の
優
位
性
に

も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
に
な
っ
た
者
と
し
て
一

七
七
五
年
に
同
社
の
ア
ク
チ
ュ
ァ
リ
ー
に
任
命
さ
れ
た
W
・
モ
ー

ガ
ン
（
ミ
昌
顯
目
峯
o
品
彗
）
と
、
彼
の
叔
父
で
「
エ
ク
イ
タ
ブ

ル
」
の
保
険
数
理
の
改
善
に
大
い
に
貢
献
し
た
R
・
プ
ラ
イ
ス

（
聖
o
罫
邑
串
ぎ
）
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
彼
ら
に
よ
る
保
険
技
術

的
優
位
性
に
依
拠
し
て
約
三
〇
年
間
に
わ
た
る
成
長
期
が
現
出
し

た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
そ
の
最
初
の
二
〇
年

閥
は
少
な
く
と
も
長
期
生
保
業
務
に
お
い
て
は
他
の
追
随
を
許
さ

　
　
＾
皿
〕

な
か
つ
た
。

　
し
か
し
一
九
世
紀
に
入
る
と
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
成
長
を
抑

制
す
る
要
因
が
、
外
部
と
内
部
の
両
面
か
ら
生
じ
た
。
外
部
要
因

は
、
競
争
の
激
化
で
あ
っ
た
。
「
グ
ロ
ウ
ブ
」
（
Ω
一
〇
σ
O
）
、
「
ア
ル

ビ
ヨ
ン
」
（
≧
9
o
箏
）
、
「
イ
ー
グ
ル
」
（
肉
閏
o
q
－
①
）
、
「
ア
ト
ラ
ス
」

（
＞
巨
鶉
）
、
「
プ
ロ
ビ
デ
ン
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
シ
目
ン
」

（
勺
8
＜
邑
昌
“
冒
蜆
睾
目
匡
o
目
）
、
「
ノ
リ
ツ
ジ
．
ユ
ニ
オ
ン
．
ラ
イ

フ
」
（
オ
昌
三
〇
－
d
巨
O
目
＝
守
）
、
「
サ
ン
・
ヲ
イ
フ
」
（
ω
目
P
＝
δ
）
、

な
ど
の
保
険
企
業
が
、
一
九
世
紀
初
め
の
一
〇
年
間
に
続
け
て
設

立
さ
れ
た
。
前
四
社
は
設
立
当
初
か
ら
生
火
兼
営
企
業
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
後
三
社
は
生
保
専
営
企
業
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
関
係
の
深
い
火
保
会
社
の
代
理
店
網
を
利
用
し
て
成
長
を
は
か

　
　
　
　
　
＾
蝸
〕

っ
た
企
業
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
企
業
の
ほ
と
ん
ど
は
「
エ

ク
イ
タ
ブ
ル
」
と
異
な
り
「
株
主
」
“
所
有
者
（
窄
O
雫
雲
O
易
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛇
〕

存
在
す
る
「
私
有
会
杜
」
（
窄
O
雫
華
胃
＜
O
雪
O
鶉
）
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
「
私
有
会
杜
」
は
、
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
よ
う
な
「
相

亙
会
社
」
に
対
し
て
理
屈
の
上
で
は
次
の
点
で
不
利
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
「
相
互
会
杜
」
が
原
則
と
し
て
営
業
上
生
じ
た
剰
余
を

契
約
者
配
当
（
げ
o
昌
囮
）
と
い
う
か
た
ち
で
契
約
者
に
分
配
す
る
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の
に
対
し
、
「
私
有
会
社
」
で
は
生
じ
た
利
益
を
「
株
主
」
へ
の

配
当
に
充
て
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い

て
、
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
多
く
の
後
発
企
業
に
対
し
て
理
論
上

の
販
売
優
位
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
次

の
二
つ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
優
位
性
が
減
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
第
一
に
「
私
有
会
社
」

の
中
か
ら
剰
余
の
一
部
を
契
約
者
に
分
配
す
る
「
混
合
会
社
」

（
邑
x
＆
o
雷
o
o
）
と
呼
ぱ
れ
る
企
業
が
出
現
し
た
こ
と
。
そ
し
て

第
二
に
、
「
相
互
会
社
」
に
お
い
て
営
業
利
益
に
あ
た
る
も
の
す
べ

て
が
必
ず
し
も
契
約
者
配
当
に
む
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
「
相
亙
会

社
」
に
特
殊
な
利
益
処
分
方
法
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
「
相
互
会
社
」
に
お
い
て
も
設
立
基
金
拠
出
者
“
創
業
者
が

存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
株
式
配
当
と
い
う
利
益
処
分

方
法
の
途
を
閉
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
株
式
配
当
で
得
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
利
益
を
役
員
報
酬
な
ど
の
か
た
ち
で
し
ぱ
し
ぱ
獲
得
し
て

＾
η
）

い
た
。
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
前
述
し
た
「
相
亙
会
社
」
の
優
位
性

は
減
殺
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
営
業
欠
損
が
生
じ
た
時
に
「
相
互
会

社
」
で
は
そ
れ
を
究
極
的
に
は
契
約
者
自
身
が
負
わ
な
け
れ
ぱ
な

　
　
　
　
　
＾
旭
〕

ら
な
い
の
に
対
し
、
「
私
有
会
社
」
で
は
そ
れ
を
「
株
主
」
が
負

担
す
る
た
め
契
約
者
が
負
わ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
な
ど
「
私
有
会

社
」
の
提
供
す
る
生
保
商
晶
に
も
す
ぐ
れ
た
点
も
あ
っ
て
、
一
九

世
紀
初
め
に
は
「
相
互
会
社
」
と
「
私
有
会
社
」
は
、
提
供
す
る

生
保
契
約
に
関
し
て
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
優
劣
の
差
異
は
な
く

競
争
的
に
は
対
等
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
競
争
激
化
と
い
う
外
部
要
因
に
加
え
て
、
内
部

的
な
成
長
抑
制
要
因
が
存
在
し
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
れ
は

新
規
加
入
者
の
議
決
権
、
配
当
参
加
権
等
の
制
隈
で
あ
っ
た
。
一

八
一
〇
年
に
次
の
よ
う
な
決
定
が
な
さ
れ
た
。
新
規
加
入
者
は
加

入
後
五
年
を
経
過
し
た
後
に
は
じ
め
て
契
約
者
配
当
お
よ
び
議
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
）

権
等
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
一

八
ニ
ハ
年
に
は
そ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
て
も
、
そ
の
契
約
に
先

行
す
る
契
約
数
が
五
〇
〇
〇
件
以
下
に
な
ら
な
い
隈
り
そ
れ
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

め
な
い
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
は
明
ら
か
に
前
述

の
発
起
理
念
の
第
二
点
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
社
は
、
そ

の
「
保
険
の
開
放
性
と
商
品
性
」
を
優
先
す
る
こ
と
よ
り
も
、
成

員
の
増
大
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
・
発
起
理
念
の
第
一
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
〕

あ
る
相
互
主
義
の
形
骸
化
を
お
そ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
外
部
お
よ
ぴ

内
部
の
成
長
抑
制
要
因
の
存
在
を
き
っ
か
け
と
し
て
一
八
二
〇
年
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一橋論叢　第90巻　第3号

　　　第1表エク’タブルのRev㎝ueAcco㎜t，1874年12月31目期末

　　　　　　　　　　　　£　　　昌．d．　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　s，
1874年期首ファンド　4，012．92639　　支払保険金　　　　　　273，452ユ5

収入保険斜　　　　　　　150．42116　　解約返戻金　　　　　　　8，854ユ5

利子およぴ配当収入174．4986一年金　　3．81512
印紙税，誤差その他　　　　2，142－10　　経　　　費　　　　　　　7．6659

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所得税　　　　1．87915
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そ　の他、　　　　　85－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18ア4年期末ファンド　4，044．2344

（98）

d，

6
3
6
2
6

2

　　　　　　　　　　4，339．987121　　　　　　　　4，339，g8ア121

（資料）肋〃dψr閉伽肋〃肌丘，∠舳伽ω0o冊μ帆伽．1876・P－09・
（睦〕簡潔を期すため一都勘定項目を加工してある。第2表以下も同臨

　　　　　第2表エクイタプルの貸借対照表，1874年12月31目期粂

　　　　負債の部　　　　　　　　　　　　　　　資産の部
　　　　　　　　　　　　£　　　　畠．　d．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　£　　　　s．　d．

ファンド総額　　　　　4，044．2344　2　　国内資産低当　　　　　2，639．072188

未払保険金その他　　　　51．75519一　解約返戻金限度内の貸付182，43ア46

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公債（国内）　　　　　936．76210＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インド鉄道債　　　　　218，200　＿　＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄適社償　　　　　100，000一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未収保険料・利子　　　　9．19519工O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行．残高　　　　　10．04774

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現金　　274210

　　　　　　　　　　4，095．99032　　　　　　　　4，095．99032

（資料）肋〃dψ丁他伽肋切閉o．」岳5仙r蜆伽岳σo㎜μ冊加∫。1876，p．109．

　　　第3表　エクイタプルのReveme　A㏄o㎜t，1905年12月31圓期末
　　　　　　　　　　　　＝£　　　　s．　d．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　£　　　　s．　d．

期首生保フアンド　　　4，417．45315　5　　支払保険金　　　　　　　366．52615一

準　備　金　　　　　　　496．999　14　　解約返展金　　　　　　　39．786411

収入保険料（新規）　　　10．85515　7　　年　　　金　　　　　　　19．127154

　　”　　（更新）　　　180．09118　1　　経　　　費　　　　　　　16，702　－11

年金対価　　　　　11，89ア65　退職社員年金費用　　　11，249一一
利子およぴ配当収入　　171．506125　期末7アンド　　　　4，846，ア31118

退職社員年金対個　　　　11，249一一

登記料　　　　69187
　　　　　　　　　　5，300．123　　7　10

（質料）月o〃dψ〃α伽肋棚閉｛I』珊也他榊0o伽μ沽由，1907・P・51・

5，300’123　　7　10
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代
以
降
漸
次
イ
ギ
リ
ス
生
保
市
場
に
お
け
る
そ
の
地
位
を
低
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
全
盛
期
に
は
一
万
件
近
く
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

契
約
数
も
、
一
八
二
九
年
八
八
六
七
件
、
同
五
五
年
五
〇
〇
〇
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
〕

そ
し
て
同
六
九
年
に
は
最
低
の
三
七
八
五
件
に
落
ち
こ
ん
だ
。
資

産
も
ビ
ー
ク
時
に
は
一
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
ほ
ど
も
あ
っ
た
が
一
八

四
〇
年
代
に
は
い
っ
て
減
少
し
は
・
じ
め
、
同
七
四
年
に
は
第
2
表

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
約
四
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。

し
か
し
一
八
七
四
／
七
五
年
の
資
産
順
位
で
は
イ
ギ
リ
ス
保
険
企

　
　
　
　
　
　
　
　
　
憂
〕

業
中
第
五
位
を
占
め
て
お
り
、
依
然
と
し
て
巨
大
保
険
企
業
と
し

て
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
。
（
一
八
七
〇
年
代
の
財
務
状
況
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
第
1
，
2
表
を
参
照
。
）

　
一
九
世
紀
後
半
に
は
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
経
営
戦
略
が
イ
ギ

　
。
リ
ス
経
済
の
成
熟
化
に
伴
う
経
済
社
会
構
造
の
変
化
に
う
ま
く
対

応
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
相

互
主
義
原
理
に
の
っ
と
っ
て
新
契
約
導
入
に
際
し
て
の
工
ー
ジ
ェ

ン
ト
の
介
入
を
拒
む
と
い
う
戦
略
を
採
用
し
続
け
て
い
た
。
し
か

し
こ
の
戦
略
は
、
生
命
保
険
市
場
が
よ
り
広
範
な
階
層
に
拡
大
し

始
め
た
一
九
世
紀
後
半
に
は
保
守
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
』
こ
れ
に
対
し
「
エ
ク
イ
タ
プ
ル
」
は
一
連
の
「
近
代
化
」

　
　
　
　
　
　
＾
以
〕

を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
九
世
紀
後
半
の
同

杜
の
業
務
は
他
の
主
要
会
社
の
成
長
と
比
較
す
る
と
大
い
に
見
劣

　
　
　
　
　
　
　
＾
筆

り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
社
の
生
保
フ
ァ
ン
ド
は
一
八
七
四
年

か
ら
約
三
〇
年
で
二
〇
％
増
大
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
（
第
1
，

3
表
参
照
）

　
最
後
に
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
三
つ
の
特
徴
を
要
約
し
、
そ
の

背
後
に
あ
る
－
企
業
戦
略
が
一
九
世
紀
後
半
の
同
社
の
業
繍
の
鈍
化

と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
同
社
の

特
徴
は
、
第
一
に
「
相
互
生
命
保
険
」
を
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
。

第
二
に
業
務
拡
大
の
た
め
の
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
置
か
な
い
こ
と
。

第
三
に
新
契
約
の
導
入
に
際
し
て
コ
ミ
ヅ
シ
目
ン
を
支
払
わ
な
い

　
＾
2
6
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
茅
〕

こ
と
、
こ
の
三
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
す
べ
て
企
業
発

足
当
時
か
ら
存
続
し
て
い
た
「
相
互
主
義
原
理
」
の
刻
印
を
色
濃

く
う
け
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
戦

略
は
、
保
険
市
場
構
造
の
変
化
し
た
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス

に
あ
っ
て
は
次
の
点
で
保
守
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る

　
　
　
冤
）

を
得
な
い
。
第
一
に
「
相
互
主
義
原
理
」
を
重
ん
ず
る
眼
り
、
異

質
な
業
務
、
た
と
え
ぱ
簡
易
保
険
、
火
災
保
険
な
ど
に
経
営
多
角

化
を
は
か
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
。
ま
た
同
様
の
理
由
で
、

一
九
世
紀
末
に
始
っ
た
保
険
企
業
合
併
運
動
に
お
い
て
も
積
極
的

な
行
動
を
と
り
え
な
か
っ
た
こ
と
。
第
二
に
広
範
な
層
へ
の
保
険
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の
浸
透
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
多
様
な
二
ー
ズ
を
把
握
す
る
た
め

の
有
カ
な
手
段
と
な
っ
て
い
た
「
工
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
シ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
〕

ム
」
の
確
立
が
阻
害
さ
れ
た
こ
と
。
第
三
に
業
務
の
拡
大
に
対
応

し
た
組
織
作
り
に
対
し
て
極
め
て
保
守
的
な
反
応
し
か
示
し
え
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
一
九
世
紀
前
半
に
は
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
に
二
つ
の
成
長
抑
制

要
因
が
は
た
ら
い
た
が
、
と
く
に
そ
の
う
ち
の
内
都
要
因
が
「
保

険
の
商
品
性
」
よ
り
も
相
互
主
義
の
維
持
を
優
先
す
る
こ
と
か
ら

生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
留
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
一

九
世
紀
後
半
も
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
に
と
っ
て
は
停
滞
期
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
前
述
し
た
三
つ
の
特
徴
に
示
さ
れ
た
同
社
の
戦
略

の
総
括
的
所
産
と
い
え
る
。

（
1
）
　
O
－
5
．
o
o
自
O
O
－
o
－
室
ミ
s
、
向
、
o
“
s
ミ
的
咀
㌧
竃
ミ
、
昌
s
o
“
O
嘗
目
σ
ユ
創
o
q
o

　
o
‘
勺
二
H
ミ
9
？
塞
一
一

（
2
）
　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
的
側
面
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
は
、
次
を
参
照
。

　
H
・
ω
・
＞
m
巨
o
p
工
s
向
s
§
§
｝
o
串
這
o
ミ
県
向
素
“
§
§
H
ぎ

　
葛
き
o
§
§
ミ
一
峯
g
巨
彗
一
－
o
a
一
勺
や
旨
－
臥
．

（
3
）
o
－
界
ω
唱
旦
p
o
、
蟹
。
お
よ
ぴ
p
・
J
・
リ
シ
ャ
ー
ル
著
、

　
木
村
栄
一
、
犬
谷
孝
一
共
訳
『
フ
ラ
ン
ス
保
険
制
度
史
』
昭
和
五
八

　
年
、
三
六
－
四
二
員
。

（
4
）
9
旨
』
・
O
等
冒
一
向
ミ
§
一
雨
き
奏
§
§
一
■
9
8
ξ

　
6
竃
一
勺
1
ω
9

（
5
）
　
O
｛
1
雪
．
＞
1
■
1
O
o
o
斥
o
『
o
＝
芭
■
O
向
創
毫
－
目
Ω
『
o
o
■
－
H
￥
雨
曳
、
ミ
“
h
“

　
－
§
ミ
§
§
b
§
札
§
葛
；
へ
N
I
，
s
9
■
五
篶
昌
彗
目
ニ
ミ
9
o
－
ま
．

（
6
）
O
－
芦
戸
O
答
o
；
一
勺
、
串
．
そ
の
後
の
経
過
に
つ
い
て
は
、

　
七
勺
．
竃
1
α
．

（
7
）
　
以
下
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
峯
．
戸
o
o
目
一
〕
o
昌
一
電
。
竃
1
ω
を

　
参
照
。

（
8
）
　
昌
一
向
一
〇
〇
竈
σ
8
P
や
ω
い
一

（
9
）
声
戸
寄
毛
畢
工
ま
㎞
ミ
♀
寒
ミ
急
§
婁
§
§
耐
二
8
卓
一

　
〇
L
睾

（
1
0
）
　
旨
一
向
l
O
o
司
げ
o
H
P
や
㎞
午

（
1
1
）
　
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
よ
う
な
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　
o
h
呂
o
き
昌
肉
o
＝
貝
H
ぎ
ト
害
H
§
ミ
§
§
向
ミ
雨
ミ
こ
§
葛
蟹
1

　
“
ミ
ρ
田
o
寿
目
岩
弔
冨
鶉
一
H
ぎ
ω
一
勺
や
♂
ー
ド
（
水
島
一
也
監
訳
、

　
『
生
命
保
険
会
社
と
企
業
権
カ
』
千
倉
書
房
、
昭
和
四
九
年
）
。

（
1
2
）
　
O
－
峯
一
向
．
O
o
q
一
〕
o
『
～
勺
や
α
－
l
N
α
一

（
1
3
）
　
こ
の
「
公
平
」
が
い
つ
も
実
質
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
は

　
い
え
な
い
が
、
内
紛
か
ら
約
一
五
〇
年
を
経
た
一
九
二
〇
年
の
年
次

　
総
会
に
お
い
て
も
「
す
べ
て
の
成
員
が
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
」
こ

　
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
O
｛
。
、
O
急
ミ
祭
§
軋
ミ
ミ
ミ
ー
ミ
餉
ミ
§
S

　
ミ
§
ミ
ミ
一
H
o
o
留
黒
．
H
竃
9
o
．
o
o
o
o
．

（
u
）
　
O
－
匡
．
＞
．
■
．
O
O
o
岸
o
『
o
昌
嘗
目
O
向
O
ξ
－
目
Ω
『
o
o
P
や
　
ω
9

（
”
）
　
き
§
一
勺
．
さ
ー

（
1
6
）
　
「
私
有
会
社
」
は
、
「
相
互
保
険
」
を
販
売
す
る
「
相
丘
会
社
」
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に
対
し
て
相
互
保
険
で
な
い
保
険
を
販
売
す
る
企
業
を
示
す
言
葉
で

　
あ
る
。
一
九
世
紀
初
め
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ヅ
プ

　
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
企
業
形
態
論
か
ら
厳
瘤
に
言
え
ぱ
本
文
の
「
株

　
主
」
と
い
う
表
現
は
「
持
ち
分
所
有
者
」
と
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

（
〃
）
　
た
と
え
ぱ
「
ノ
リ
ヅ
ジ
・
ユ
ニ
オ
ン
ニ
フ
イ
フ
」
の
創
始
者
丁
・

　
ピ
グ
ノ
ル
ド
は
収
入
保
険
料
の
五
％
を
営
業
費
と
し
て
受
取
っ
た
が
、

　
そ
の
使
途
は
彼
に
任
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
事
業
の
拡
大
に
比

　
例
し
て
彼
自
身
の
手
元
に
残
る
報
酬
が
増
大
す
る
仕
組
が
あ
っ
た
こ

　
と
を
意
味
し
て
い
る
。
o
ド
射
o
げ
胃
“
望
箒
9
身
き
、
雨
ミ
雨
ミ
s
一

　
乏
ミ
ε
｝
§
q
ミ
o
s
卜
等
H
婁
ミ
富
s
篶
い
s
守
ミ
葛
o
o
o
l
｝
§
o
〇
一
H
湯
o
〇
一

　
勺
L
㎞
．

（
㎎
）
　
無
限
責
任
へ
の
お
そ
れ
は
、
相
互
会
社
の
成
長
に
と
っ
て
不
利

　
で
あ
っ
た
。
g
．
峯
．
向
．
o
o
口
σ
o
；
、
勺
－
宝
9

（
1
9
）
　
水
島
一
也
『
近
代
保
険
の
生
成
』
千
倉
薔
房
、
昭
和
五
〇
年
、

　
二
一
二
貫
。
し
か
し
こ
の
規
制
は
、
　
一
八
一
六
年
の
規
制
に
比
べ
れ

　
ぱ
軽
徴
な
も
の
で
あ
っ
た
。
9
芦
軍
O
o
q
げ
o
冒
一
勺
．
旨
ひ
■

（
2
0
）
　
O
｛
．
』
o
ブ
■
串
一
旨
o
巨
肘
o
貝
』
　
、
o
、
畠
ざ
、
、
膏
S
県
卜
箒
』
竃
s
－

　
、
昌
曽
§
、
O
迂
蜆
o
q
o
ミ
一
H
o
o
卓
9
　
勺
や
　
H
H
ー
ド
　
峯
．
向
－
O
o
日
σ
o
『
P
勺
や

　
H
畠
－
8
・
水
島
一
也
教
授
は
こ
の
二
つ
の
措
置
の
中
に
「
近
代
保
険

　
の
相
互
主
義
の
隈
界
」
（
前
掲
書
、
二
一
四
貢
）
を
み
て
い
る
。
な

　
お
筆
者
は
「
相
互
主
義
の
限
界
」
に
は
次
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と

　
理
解
し
て
い
る
。
第
一
に
「
相
互
主
義
」
と
い
え
ど
も
資
本
主
義
経

　
済
の
中
に
あ
っ
て
は
「
私
有
会
社
」
と
同
様
の
論
理
で
活
動
せ
ざ
る

　
を
え
な
い
こ
と
。
第
二
に
企
業
組
織
の
巨
大
化
に
と
も
な
っ
て
「
相

　
互
主
義
L
が
形
骸
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
こ

　
の
措
置
は
、
第
二
の
意
味
で
と
ら
え
ら
れ
る
と
思
う
。

（
2
1
）
　
同
社
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
、
W
・
モ
ー
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
会
社
経

　
営
が
加
入
者
の
圧
倒
的
な
増
大
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
困

　
難
と
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
理

　
由
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
＞
峯
霊
匡
轟
g
旨
Φ
Ω
g
胃
巴

　
O
〇
一
旨
叶
o
｛
室
o
H
目
σ
o
冨
－
b
o
o
o
自
－
σ
0
H
　
血
－
　
一
〇
0
H
9
　
ρ
一
』
o
け
o
q
－
箏
　
］
≦
・
｝
・

　
O
o
q
σ
實
P
〇
一
H
象
1
．

（
2
2
）
　
O
h
］
≦
一
同
一
〇
〇
q
げ
o
H
P
〇
一
N
－
9

（
2
3
）
　
拙
稿
、
「
機
関
投
資
家
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
保
険
企
業
」
『
経
営

　
史
学
』
第
一
六
巻
四
号
、
一
九
八
二
年
一
月
、
六
五
頁
参
照
。

（
2
4
）
　
一
連
の
「
近
代
化
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
に

　
一
八
六
〇
年
に
付
属
定
款
の
変
更
に
よ
り
賀
産
運
用
の
範
囲
が
拡
犬

　
さ
れ
た
こ
と
。
o
｛
．
O
o
q
σ
o
昌
一
や
塞
ω
、
第
二
に
一
八
九
三
年
に
法
人

　
．
化
さ
れ
る
と
と
も
に
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
の
忠
告
に
も
と
づ
い
て

　
活
動
す
る
艘
O
民
畠
邑
O
－
冒
篶
9
0
易
へ
の
権
限
の
集
権
化
」

　
（
o
o
目
σ
o
；
一
や
塞
伽
）
さ
れ
た
こ
と
。
第
三
に
十
年
毎
の
評
価
（
＜
巴
自
－
．

　
顯
二
冨
）
を
一
八
九
九
年
を
最
後
と
し
て
五
年
毎
の
も
の
と
し
て
、
契

　
約
者
へ
の
ボ
ー
ナ
ス
配
当
の
回
数
を
ふ
や
す
よ
う
に
つ
と
め
た
こ
と
。

（
％
）
　
一
八
七
〇
－
九
六
年
に
フ
ァ
ン
ド
は
わ
ず
か
の
滅
少
を
示
し
、

　
保
険
料
収
入
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
か
っ
た
。
o
“
『
ぎ
吻
ミ
｝
臭
s

　
旨
ミ
H
o
o
署
一
勺
．
o
。
志
．

（
2
6
）
　
こ
の
こ
と
は
し
ぱ
し
ぱ
業
界
誌
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
o
｛
．
『
ぎ
吻
§
募
“
s
量
凹
｝
H
o
。
ξ
一
？
o
o
含
一
s
』
芭
目
轟
｛
一
〇
。
o
o
。
一
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や
－
s
．
ま
た
一
九
〇
三
年
に
コ
ミ
ッ
シ
目
ン
を
禁
止
す
る
法
案
が

　
議
会
に
捉
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
o
い
H
ぎ
向
s
－

　
§
§
迂
－
o
峯
ξ
宅
8
一
勺
－
。
。
ω
N
．
し
か
し
そ
の
後
「
コ
ミ
ヅ
シ
目

　
ン
戦
争
」
が
現
出
し
た
。
O
h
，
0
9
ミ
泰
§
札
ミ
§
、
§
吻
ミ
§
ミ

　
ミ
§
ま
ミ
一
ち
』
昌
5
旨
s
一
妃
や
㎞
8
－
一
一

（
η
）
　
こ
れ
ら
は
大
戦
間
期
に
な
っ
て
も
変
っ
て
い
な
い
。
ネ
、
o
怠

　
ミ
目
恥
邑
ざ
ミ
雨
畠
s
、
ト
s
㎞
ミ
、
邑
ミ
黒
ミ
o
茗
註
o
“
　
o
o
｝
0
9
o
σ
耐
『
－
o
ω
o
－
ラ

　
N
o
o
中

（
2
8
）
　
と
い
っ
て
も
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
経
営
者
が
「
有
罪
」
で
あ
る

　
と
は
簡
単
に
は
言
え
な
い
。
三
つ
の
特
徴
に
示
さ
れ
た
戦
略
は
少
な

　
く
と
も
一
九
世
紀
前
半
ま
で
は
普
通
生
保
獲
得
に
は
有
効
で
あ
っ
た
。

（
2
9
）
　
「
工
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
シ
ス
テ
ム
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
次

　
を
参
照
。
、
o
急
ミ
泰
§
“
§
§
～
H
婁
ミ
畠
§
｝
ミ
§
ぎ
δ
o
．
U
o
－

　
8
昌
σ
雪
ち
o
9
勺
や
8
阜
I
N
、
ま
た
カ
ナ
ダ
の
あ
る
主
要
保
険
企
業

　
の
役
員
は
彼
の
勤
続
し
た
二
八
年
閥
に
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
を
と
お
さ
ず

　
契
約
の
た
め
来
社
し
た
客
は
た
っ
た
四
人
で
あ
っ
た
と
述
ぺ
て
い
る
。

　
g
，
o
急
ミ
奏
§
“
ミ
畠
ミ
軋
－
§
s
§
§
軸
ミ
o
§
き
ご
N
』
自
昌
宅
o
9

　
弔
－
ξ
ひ
－三

　
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
の
企
業
戦
略

　
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
は
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
設
立
か
ら
八

六
年
を
経
た
一
八
四
八
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
生
誕
し
た
。
企
業
設
立

時
の
企
業
構
造
は
し
ば
し
ぱ
そ
の
後
の
企
業
の
発
展
過
程
の
中
に

重
要
な
影
響
を
与
え
る
。
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
の
設
立
者
は
、

設
立
証
書
に
よ
れ
ぱ
紋
章
院
四
属
官
、
聖
職
者
、
毛
皮
貿
易
商
、

海
軍
船
長
、
外
科
医
、
石
炭
取
引
所
関
連
の
競
売
人
な
ど
様
々
な

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

職
業
の
者
で
あ
っ
た
。
加
え
て
設
立
さ
れ
た
会
社
の
取
締
役
会
は
、

取
締
役
J
・
ギ
ル
マ
ン
（
宛
睾
」
凹
昌
窃
Ω
…
昌
彗
）
自
身
が
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

て
い
る
よ
う
に
「
偉
大
な
名
前
で
構
成
さ
れ
た
役
会
で
は
な
い
」
。

資
本
金
は
二
〇
ポ
ン
ド
額
面
株
式
で
一
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、

払
込
み
は
一
株
当
り
一
ポ
ン
ド
と
い
う
慎
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
払
込
ま
れ
た
資
本
金
の
合
計
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

五
〇
〇
ポ
ン
ド
に
満
た
な
か
っ
た
。
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
の
場

合
、
こ
の
よ
う
に
経
営
構
造
、
資
本
金
と
も
に
他
の
新
規
設
立
会

社
と
比
較
し
て
傑
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
が
初
め
か
ら
「
私
有
会
社
」
と
し

て
生
保
事
業
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
は
、
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
と
は
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
↓

な
っ
た
出
発
点
を
も
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
回
株
主
総

会
で
は
い
か
な
る
合
併
に
よ
っ
て
も
現
存
の
経
営
陣
（
o
冨
テ

昌
彗
島
号
顯
邑
2
3
ま
昌
）
は
原
則
と
し
て
変
更
さ
れ
え
な
い

と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
、
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
・
の
現
行
経
営
者

の
支
配
権
の
堅
持
が
謡
わ
れ
て
お
り
、
「
私
有
会
社
」
的
特
徴
が

　
　
　
　
　
　
？
〕

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
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「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
の
生
誕
は
、
ま
さ
し
く
「
小
さ
な
出
発
」

　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

（
ω
昌
竺
田
遇
昌
巨
o
q
蜆
）
で
あ
っ
た
が
、
発
足
当
初
に
は
様
々
な
試

練
が
お
と
ず
れ
て
い
る
。
一
八
五
一
年
一
月
の
第
二
回
株
主
総
会

　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
は
、
経
費
の
過
重
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
賞
金
不
足
は
次

の
よ
う
な
個
人
的
信
用
に
よ
っ
て
補
螺
さ
れ
た
。
一
八
五
一
年
に

牧
師
J
．
ギ
ル
マ
ン
が
取
締
役
に
選
出
さ
れ
た
が
、
彼
は
選
出
時

に
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
社
償
を
引
受
け
る
な
ど
同
社
の
財
務
的
安

　
　
　
　
＾
8
〕

定
に
貢
献
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
八
五
二
年
の
第
三
回

株
主
総
会
で
は
、
同
社
の
営
業
状
態
が
極
め
て
不
満
足
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
事
実
に
対
し
「
取
締
役
の
対
応
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

す
ぱ
や
く
、
徹
底
的
な
再
組
織
化
が
遂
行
」
さ
れ
た
。
J
・
ギ
ル

マ
ン
が
チ
ュ
ァ
マ
ン
に
選
出
さ
れ
、
セ
ク
レ
タ
リ
ー
に
パ
ー
フ
ヅ

ト
（
｝
雪
｛
O
罫
『
－
9
田
胃
ざ
9
）
が
、
そ
し
て
会
計
人
と
し
て
H
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ω
〕

ハ
ー
ベ
ン
（
■
畠
｛
｝
害
σ
彗
）
が
任
ぜ
ら
れ
た
。
ま
た
三
人
の

取
締
役
で
構
成
さ
れ
る
財
務
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
計
理
を
毎
週

監
査
す
る
と
い
う
任
を
負
っ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ま
で
の
顧
問
ア
ク

チ
ュ
ア
リ
ー
が
別
の
会
社
の
常
勤
で
あ
っ
た
た
め
に
解
任
さ
れ
、

代
っ
て
E
．
ラ
イ
リ
ー
（
■
ρ
峯
胃
o
勾
丘
｛
）
が
専
任
ア
ク
チ
ュ

　
　
　
　
　
　
＾
n
）

ア
リ
ー
に
就
任
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
営
再
組
織
化
に
よ
る
業
務

の
強
て
直
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
五
〇
年
代
前
半
は
業
繍
不

振
が
続
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
同
社
は
一
八
五
四
年
に
簡
易
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
）

命
保
険
業
務
を
開
始
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
新
業
務
進
出
の

決
定
過
程
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
設
立
後
数
年
し
か
経
過
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
に
弾
カ
的
な
企
業
戦
略
を
た
て
る
こ
と
が
出
来

た
上
に
、
既
存
の
大
手
保
険
企
業
の
占
有
す
る
普
通
生
命
保
険
市

場
に
参
入
す
る
こ
と
に
大
き
な
困
難
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
事
実

は
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
八
六
〇
年
に
セ
ク
レ
タ
リ
ー
、
H
・
ハ
ー

ベ
ン
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
・
た
い
。
「
金
銭

上
の
問
題
と
し
て
も
、
豊
か
な
人
々
の
食
卓
か
ら
こ
ぽ
れ
落
ち
た

バ
ン
屑
を
拾
う
よ
り
、
小
口
保
険
の
中
の
え
り
抜
き
を
と
っ
た
方

　
　
　
　
　
　
＾
加
）

が
断
然
賢
明
で
あ
る
。
」

　
だ
が
こ
の
簡
保
業
務
開
始
は
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
に
さ
ら
に

深
刻
な
困
難
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
簡
保
の
対
象
と
す

る
低
所
得
者
層
の
死
亡
率
は
高
く
、
経
費
も
同
社
が
予
想
し
て
い

た
よ
り
竜
大
き
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
保
険
料
に
対
す
る
経
費
率

は
高
く
な
り
、
追
加
的
資
本
調
達
の
た
め
に
一
八
五
五
年
に
株
式

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
μ
〕

払
込
み
請
求
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
手
段
に
よ
っ
て
徴
収
さ

れ
た
成
果
は
全
く
失
望
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
も
や
敢
締
役
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
至

部
で
資
金
が
融
通
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
一
八

五
六
年
六
月
に
簡
保
部
門
の
存
統
に
関
す
る
特
別
取
締
役
会
が
開
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か
れ
た
。
こ
こ
で
の
決
定
は
後
世
か
ら
み
る
と
同
社
の
命
運
を
決

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
簡
保
業
務
の
「
継
続
」
で
あ
っ

た
。
残
念
な
が
ら
そ
の
決
定
過
程
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、

こ
の
後
す
ぐ
に
H
・
バ
ー
フ
ッ
ト
に
代
っ
て
H
・
・
ハ
ー
ベ
ン
が
セ

ク
レ
タ
リ
ー
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
が
設
立
以
来
の

中
心
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
当
時
の
セ
ク
レ
タ
リ
ー
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
正
〕

経
営
の
統
轄
的
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
変
更

の
も
つ
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
一
八
五
六
年
以
降
、
新
し
い
セ
ク

レ
タ
リ
ー
の
下
で
、
「
急
激
で
は
な
い
ユ
が
…
…
お
そ
か
れ
早
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

繁
栄
に
行
き
つ
く
べ
き
遣
」
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
五
六

年
に
保
険
料
が
四
五
〇
〇
ポ
ン
ド
に
増
大
し
た
の
に
対
し
、
経
費

は
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
に
ま
で
減
少
し
た
。
翌
年
に
は
保
険
料
は
八

O
O
○
ポ
ン
ド
と
な
り
、
使
用
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
数
も
二
七
；
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

な
り
簡
易
保
険
金
も
四
六
七
ポ
ン
ド
が
支
払
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
一
八
五
〇
年
代
後
半
は
同
杜
に
と
っ
て
企
業
基
盤
の
確
立
期

で
あ
っ
た
が
、
次
の
一
八
六
〇
年
代
は
同
社
の
成
長
に
と
っ
て
画

期
的
な
事
件
で
始
ま
っ
た
。

　
一
八
五
九
年
末
に
H
・
ハ
ー
ベ
ン
は
リ
バ
プ
ー
ル
に
赴
い
た
が
、

そ
こ
で
簡
保
会
社
「
ブ
リ
テ
ィ
ヅ
シ
ュ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
」

（
卑
三
ω
ブ
旨
旨
g
｛
）
の
専
務
取
締
役
（
冒
曽
品
一
轟
2
冨
g
o
H
）

と
接
触
し
た
。
そ
こ
で
な
さ
れ
た
交
渉
は
、
同
社
の
「
プ
ル
デ
ン

シ
ャ
ル
」
へ
の
吸
収
合
併
で
あ
っ
た
。
交
渉
は
順
調
に
進
み
、
合

併
は
一
八
六
〇
年
に
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ

ル
」
の
資
産
と
保
険
料
収
入
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
○
O
○
ポ
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壷
）

と
二
五
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
増
大
し
た
。
し
か
し
こ
の
合
併
の
も
つ
意

義
は
単
な
る
量
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
「
ブ
リ
テ
ィ

ヅ
シ
ュ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
」
は
一
八
五
〇
年
代
に
お
い
て
「
す

で
に
広
範
に
簡
易
保
険
を
展
開
し
、
…
…
す
ぐ
れ
た
資
質
を
持
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
〕

て
い
る
外
務
員
（
O
冒
己
O
O
『
9
亀
）
を
保
持
し
て
い
た
」
企
業
で

あ
っ
た
。
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
は
こ
の
合
併
を
積
肝
と
し
て
、

一
八
六
〇
年
代
か
ら
一
八
七
〇
年
代
に
お
い
て
簡
易
保
険
企
業
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
5
表
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
資
産
総
額
で
は
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
に
は
る
か
に
及
ぱ
な
い

も
の
の
、
年
間
収
入
保
険
料
で
は
一
八
七
四
年
に
お
い
て
す
で
に

「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
を
追
い
こ
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

（
第
1
，
4
表
参
照
。
）
資
産
総
額
が
過
去
の
営
業
の
累
積
的
表
現

で
あ
る
の
に
対
し
、
毎
年
の
収
入
保
険
料
は
そ
の
年
の
営
業
活
動

の
活
発
さ
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
剰

余
金
」
と
考
え
ら
れ
る
期
末
フ
ァ
ン
ド
と
期
首
フ
ァ
ン
ド
の
差
額

も
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の
三
万
二
二
〇
八
ポ
ン
ド
に
対
し
九
万
五
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第4表　プルデンシャルのReveme　Account．18ア4年12月31目期末

期首生保ファンド

収入保険料

年金対価
利子およぴ配当収入

地　　　代

そ　の　他

　2　　　s．d．
482，933　　＿　　＿

579，612　ユ3　10

　3．078　72
20．604　15　　4

6．329186
　　30　3　9

　　　　　　　　　　　£　　s．d
支払保険金　　　　　　　226．893911

解約返戻金　　　　　　　4，133ユ7一

年金　　4．649110
目ミヅシ目ン（普保）　　　4．733112

コミヅション（簡保）　　96．565133

経　　　費

　Agency　charge，etc－　　75．11019　＿

　拡張費用　　　　　35．124104
　本社経費（広告，その他）69．7521711

株主配当　　　　　　50212＿

その他　　　　1．59833
期末生保ファンド　　　573．524　211

　　　　　　　　　1・092・588187　　　　　　　1，092．588187
（資料）肋〃dガ丁閉伽肋ω閉岳。∠｛舳冊冊ωσo㎜μ〃伽I1876，p．11．

（註）疾病保険ほ別にRev6nue　A㏄01mtか作成されているが少額であるため省略Lた。
　　この表においては普通生保と簡易保険は合計Lて計上されている（第5表も同様）。

九
一
ポ
ン
ド
と
三
倍
余
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
別
の
観
点
か
ら
注

目
す
べ
き
は
、
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
が
経
費
と
し
て
収
入
保
険

料
の
三
一
％
を
使
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
四
一
％
が
代
理
入
制
度

の
維
持
に
、
そ
し
て
一
九
・
五
％
が
拡
張
費
用
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
の
積
極

的
な
販
売
促
進
政
策
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
政

策
が
何
ら
か
の
効
果
を
あ
げ
え
な
い
場
合
は
、
企
業
成
長
に
と
っ

て
マ
イ
ナ
ス
の
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
同
社
は
こ
の
よ
う
な

支
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
に
示
し
た
よ
う
に
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」

に
ま
さ
る
剰
余
金
を
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
の
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
の
発
展
は
、
目
を
み
は
ら
せ

る
も
の
が
あ
る
。
業
界
誌
『
ス
テ
イ
テ
ィ
ス
ト
』
は
一
八
九
八
年

に
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
の
年
次
報
告

書
に
は
幸
運
な
単
調
さ
が
存
在
す
る
。
最
近
わ
れ
わ
れ
は
他
の
会

社
に
お
け
る
発
展
の
異
常
さ
を
報
じ
て
い
る
が
、
プ
ル
デ
ン
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

ル
に
と
っ
て
そ
れ
は
普
通
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。
こ
の
表
現
は
、

次
の
数
字
で
も
確
め
ら
れ
る
。
簡
易
保
険
開
始
後
2
5
年
の
一
八
七

九
年
に
簡
保
収
入
保
険
料
は
一
四
〇
万
七
一
四
三
ポ
ン
ド
、
簡
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
娑

フ
ァ
ン
ド
は
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
余
り
に
達
し
た
が
、
そ
の
2
0
年
後

の
一
八
九
九
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
五
ニ
ハ
万
八
九
五
八
ポ
ン
ド
と
一

螂
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第5表
　　　　負債の部

株式資本金

生保フアンド

疾病保険ファンド

緊急準備金

その他ファンド

未払保険金

そ　の　他

プルデンシャルの貸借対照表，18ア4年12月31目期末

　吏
ユO，052

573．524

　788
16．096

16．000

　7，076

＝芒

211

4　8

19．68610

　　　資産の都

国内資産低当

証書担保貸付

公債（国内）

公償（外国植民地）

鉄道有価証券

その他有価証券

地　　　代

家屋資産
その他投資物件

個人担保貸付

その他担保貸付

エージェント残高

保険料，利子その他残高

短期預金
当塵預金I現金
そ　の　他

　　　　　　　　　　643．22313

〔鮒）肋・〃丁冊加榊附冊）w舳0藺榊冊｛舳・18761P・11・

£

62．340

17．168

27．855

50，421

S．。

8
9
1
2

28．448　10

25，6ア3　10

d．

3
7
5
4
3

19．720199
89．424　19

ユ06I488

28．204

22，g75

32，69ア

　8．789

53，000

9
4
2

1

32．599　10

9
1
2
3
8
2

37．4161111

643．223　　1　　3

碧㌶フ藻委ポ霊罵1＝彊穫鐵姦ボ雲至

4泌



（107）　エクイタプルとプルデンシャル

第6表　プルデンシャルのRev㎝ueA㏄ount，1905年12月31目期末

普通生命保険

　　　　　　　　　£　　畠．d．
期首生保ファンド　　29，362．013　5　7

収入保険料　　　　　　4，123．318142

年金対価　　　　　100．03952
禾」　　　　　ヨF　　　　　　　　　　1，043．677　　3　　2

支払保険金

解約返戻金

契約者配当

年　　金
コミヅシ目ン

経　　　費

そ　の　他

期末フ7ンド

　　£　　s．d．
1，812．618　　4　　7

　314．90546
　102332　　ア　　＿

　104．282　19　　＿

　248．963　14　　3

　107，ア80　14　　2

　280＝000　　＿　　＿

31，658．165　　4　　7

34，629．048　　8　　1 34，629．048　　8　　1

簡易生命保険

　　　　　　　　　2　　s．d、
期首簡保ファント．　　22，548I984ユ19　　支払保険金

収入保険料　　　　　　61139．05077　　解約返戻金

利子およぴ地代　　　　　8181198ユ2　5　　コミヅシ目ン

　　　　　　　　　　　　　　経　　費
　　　　　　　　　　　　　　株主配当
　　　　　　　　　　　　　　そ　の　他
　　　　　　　　　　　　　　期末フアンド

　　£　　s．d．
2，261I748　i3　　6

　51．399　13　　5

1，674，714　　＿　　1

　η5コg53177
　510，OOO　　一　　一

　250，000　　＿　　＿

23，974．417　　7　　2

　　　　　　　29506232　11　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29506232　11　　9．

（狡料〕　月oor也　oヅ　1’f皿d‘　1三百‘仙rπ岳。』’』也r皿仇o虐　00fπρ匝π‘‘o，190アーpp，119一一20一

（誰）　ヰ原資料においても合計が一致Lていない。

れ
に

対
し

「
エ
ク

イ

タ

ブ
ノレ

L
は

と
、、

疋

たでの九土企険九た気でシ　つ＾た一た菊の均同
。あ＾名三俵業に一。）イヤ結た聖り年L）性額社
　る筆は○に（も九そギル局。ののと楕面の
　L国年の8多年のリL二　平rいをが普　と内にぼ＾ξ角に成スは○　均工わお一保
　まではる撃畠化は長第’世　契クれぴOは
　三はコ＝ぎしつは一保紀　約イてた一’
　自日フー〇三い第位険初　額乏いもポ暴
宕纂享志葦同に表屋叢審篶二㍗言姦
；喜11ξl1蓼箏11婁裏婁11蚕

　な巨保そめカロ続な企プ　ン約しど1た
　っξ険しきな等きっ業ル　ドー一で：り
　て冒会てあ兼の’て順デ　で件九あ簡の
　いe社一う営保一い位ン　ああ○つ保平
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ぱ
、
第
3
表
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
二
〇
世
紀
初
頭
に
お
い
て
ほ
と

ん
ど
業
務
の
増
大
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
「
エ
ク
イ
タ
ブ

ル
」
は
一
九
三
〇
年
に
至
っ
て
も
そ
の
基
本
的
な
性
楕
を
変
え
ず
、

同
社
の
特
徴
で
あ
っ
た
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
の
不
使
周
、
コ
、
・
、
ヅ
シ
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
弘
）

ン
の
不
払
い
を
続
け
て
い
た
。
そ
し
て
唯
一
の
販
売
促
進
手
段
は
、

こ
れ
ら
特
徴
に
よ
る
経
費
負
担
の
少
な
さ
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
保

険
金
増
額
を
ア
ビ
ー
ル
す
る
と
い
う
一
九
世
紀
以
来
の
も
の
で
あ

　
泰
）っ

た
。
こ
の
こ
と
は
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
が
国
内
販
売
組
織
の

　
＾
誓

拡
充
に
よ
る
大
量
販
売
に
も
と
づ
い
た
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を

発
展
の
基
盤
と
し
た
こ
と
と
著
し
く
対
照
的
で
あ
る
。
両
社
の
比

較
に
つ
い
て
節
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
　
O
－
射
．
毫
‘
吋
串
；
胃
o
（
O
o
昌
勺
昌
o
o
σ
㌣
）
一
」
　
O
§
§
ミ
曳

　
い
ミ
ミ
8
一
§
軸
9
o
ミ
県
き
軸
、
、
s
軋
§
ミ
ミ
｝
o
o
へ
o
o
ー
ミ
ヘ
o
〇
一
H
塁
o
〇
一

　
？
N
．

（
2
）
掌
§
一
や
H
o
．

（
3
）
9
§
軋
＝
？
ω
．

（
4
）
　
し
か
し
目
論
見
書
に
利
益
の
五
分
の
四
が
契
約
者
に
、
残
り
が

　
株
主
に
配
当
さ
れ
る
と
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
同
社
は
．
－
ま
き
ρ

　
○
雪
o
鶉
．
（
九
七
頁
参
照
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
設
立
仮
登
記
か
ら
本
登
記

　
の
間
に
会
社
名
称
に
．
昌
鼻
毒
一
．
と
い
う
言
葉
を
挿
入
し
て
「
私
有
会

　
社
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
薄
め
る
努
カ
を
し
た
。
さ
ミ
一
妃
や
ω
－
企
■

（
5
）
　
O
h
ー
き
｝
、
＝
〇
一
〇
〇
．

（
6
）
掌
§
一
や
H
I

（
7
）
　
O
－
o
9
、
、
O
■
P

（
8
）
　
ρ
．
ξ
ミ
一
勺
。
H
9
同
様
の
こ
と
は
翌
一
八
五
二
年
に
シ
ア
ズ

　
（
勺
o
冨
『
豊
創
ミ
…
凹
昌
ω
血
冨
）
が
取
締
役
に
な
っ
た
時
に
も
い
え

　
る
。

（
9
）
き
ミ
一
勺
－
H
N
．

（
1
0
）
　
O
－
　
札
ミ
軋
｛
？
　
H
N
．

（
1
1
）
　
O
｛
．
“
ミ
、
；
勺
．
－
N
．

（
1
2
）
　
一
八
五
二
年
六
月
に
労
働
者
の
代
表
団
が
同
社
が
小
口
保
険
を

　
お
こ
な
う
か
ど
う
か
を
問
う
ぺ
く
訪
れ
て
い
る
。
ρ
。
隻
き
電
．

　
冨
－
企
1

（
1
3
）
　
「
プ
リ
テ
ィ
ヅ
シ
＾
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
」
合
併
の
晩
餐
会
で

　
1
の
発
言
。
O
－
き
ミ
一
勺
や
昌
1
S
・

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
〃
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

○
申
．
さ
§
二
勺
．
ミ
．

O
｛
．
き
ミ
＝
勺
ー
ミ
ー

O
－
射
o
σ
o
『
け
向
巨
斥
P
勺
l
H
㎞
■

射
一
≦
．
ω
閏
『
昌
顯
H
ρ
（
0
9
自
勺
＝
o
匝
σ
｝
）
－
勺
’
－
o
o
．

o
－
軌
ミ
恥
一
〇
1
一
〇
〇
．

○
ド
濤
｝
＆
二
〇
－
－
o
－

さ
這
二
や
6
．

『
ぎ
い
§
ミ
g
ω
峯
彗
o
－
一
一
〇
〇
〇
〇
〇
一
？
ω
o
o
戸

○
い
宛
．
ミ
一
｝
顯
『
目
串
『
O
（
O
O
目
も
自
o
O
σ
｝
）
－
勺
．
α
P

o
－
　
『
杏
雨
い
“
亀
ミ
急
■
－
N
】
≦
凹
『
o
す
　
H
o
o
9
勺
o
．
阜
－
o
o
1
－
o
．

426



(l09) ,X ;r 4 ~t 7',V ~ 7'jV~ $/ ;! ~~ l~ 

（
2
4
）
　
同
年
の
連
合
王
国
の
総
人
口
は
、
四
億
七
七
万
四
〇
〇
〇
人
で

　
あ
る
。
田
一
宛
一
竃
岸
o
－
o
昌
一
』
g
ミ
昌
o
“
呉
吋
ミ
ミ
｝
“
曽
汀
“
o
ミ
s
㌔

　
望
ミ
渚
ミ
8
■
O
顯
昌
9
巳
需
O
．
弔
二
宕
S
一
り
．
ψ
．

（
妬
）
　
O
－
　
肉
．
ミ
．
｝
凹
『
自
芭
『
O
（
O
o
目
■
勺
昌
o
O
σ
｝
）
i
勺
1
N
o
．

（
2
6
）
　
O
－
『
ぎ
吻
§
ミ
鼻
ひ
峯
胃
9
H
o
o
0
N
一
勺
．
ω
ヨ
’

（
η
）
　
『
ぎ
吻
§
雲
“
く
峯
胃
g
も
o
9
甲
含
o
o
．

（
2
8
）
　
宛
■
ミ
ー
d
曹
『
目
纈
『
｛
（
O
o
胃
弓
昌
o
o
げ
㌣
）
－
勺
．
N
H
．

（
2
9
）
　
H
ぎ
臼
s
募
“
ひ
峯
胃
9
富
o
、
一
や
讐
H
‘

（
3
0
）
『
ぎ
専
§
§
冥
塞
＞
旦
二
〇
8
や
α
①
o
－
よ
り
計
算
。

（
3
1
）
　
拙
稿
「
第
一
次
大
戦
前
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
犬
規
模
兼
営
保
険

　
企
業
の
出
現
」
『
経
営
史
学
』
第
一
八
巻
一
号
、
一
九
八
三
年
四
月
、

　
七
頁
、
第
二
表
を
参
照
。

（
3
2
）
　
、
o
包
ミ
奏
§
｝
§
§
～
旨
婁
§
曽
ミ
ミ
§
芯
ミ
一
ひ
峯
胃
9

　
6
N
o
－
や
8
α
1

（
㏄
）
　
さ
ミ
一
〇
〇
峯
胃
g
6
8
一
勺
．
占
o
l

（
3
4
）
　
一
九
一
九
年
に
あ
る
生
保
会
社
を
合
併
し
た
が
、
同
年
の
年
次

　
総
会
で
チ
ェ
ア
マ
ン
は
、
「
わ
が
社
は
合
併
後
も
方
針
を
変
え
ず
コ

　
ミ
ヅ
シ
目
ン
を
支
払
わ
な
い
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
ご
N
亭
曽
昌
巴

　
目
8
ま
目
o
目
艮
向
毛
岸
昌
一
9
ρ
自
g
＆
巨
、
o
包
ミ
祭
§
｝
§
§
軋

　
－
§
ミ
s
ミ
ミ
ミ
§
辻
ミ
一
〇
〇
〇
〇
』
目
罵
お
も
一
や
奏
企
．

（
3
5
）
　
O
“
、
o
急
ミ
s
味
昌
～
曹
雨
竈
ミ
軋
－
ミ
｝
ミ
、
s
害
8
ミ
o
s
註
ミ
ー
N
㎞
0
9
〇
一
〕
9

　
H
8
〇
一
勺
．
N
8
戸

（
3
6
）
　
同
社
の
販
売
組
織
は
一
八
九
八
年
に
一
応
の
確
立
を
み
た
。

　
o
－
界
ミ
■
■
o
冒
胃
o
（
o
o
昌
呂
＆
厚
）
一
や
ご
．
ま
光
そ
の
管
理

組
織
に
つ
い
て
は
、
一
八
九
八
年
三
月
三
日
の
年
次
総
会
に
お
け
る

H
．
ハ
ー
ベ
ン
の
説
明
を
参
照
。
ド
ざ
幻
ミ
這
一
㎞
旨
彗
9
一
〇
。
o
o
。
一

弔
・
ω
8
・
そ
の
後
の
同
社
の
販
売
組
織
に
つ
い
て
は
、
神
戸
久
雄
「
英

国
保
険
会
社
の
外
野
組
織
に
つ
い
て
－
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
社
の
事

例
－
」
『
保
険
挙
雑
誌
』
四
一
〇
号
、
　
一
九
六
〇
年
、
を
参
照
。

結
ぴ
に
か
え
て

－
二
つ
の
原
理
と
両
社
の
成
長
1

　
生
命
保
険
に
は
元
来
二
つ
の
源
流
が
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
「
死

亡
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
困
難
が
、
一
団
の
人
々
の
財
源
の

プ
ー
ル
に
よ
っ
て
柔
ら
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
に
源
を

　
＾
1
〕

も
つ
」
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
固
定
さ
れ
た
保
険
料
の

見
返
り
と
し
て
人
々
が
財
産
に
保
険
を
か
け
る
の
と
同
じ
方
法
で
、

生
命
に
も
保
険
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
理
に
も
と
づ

　
　
　
＾
2
〕

い
た
も
の
」
で
あ
る
。
前
者
の
原
理
－
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を

「
相
互
主
義
原
理
」
（
M
原
理
と
賂
記
）
と
呼
ぷ
1
の
歴
史
的
具

体
例
の
ひ
と
つ
は
、
一
八
世
紀
初
め
に
設
立
さ
れ
た
「
ア
ミ
カ
ブ

ル
」
で
あ
っ
た
。
同
企
業
は
そ
の
成
員
に
つ
い
て
資
格
、
人
数
な
．

ど
に
制
限
を
も
う
け
、
そ
の
制
限
内
で
成
立
し
た
成
員
相
互
の
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

愛
主
義
に
も
と
づ
く
生
命
保
険
業
務
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
本
稿

42？
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で
検
討
し
た
「
エ
ク
ィ
タ
ブ
ル
」
も
お
お
む
ね
こ
の
原
理
に
の
っ

と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
原
理
－
と
り
あ
え
ず
こ

．
れ
を
「
私
有
会
社
的
原
理
」
（
P
原
理
と
略
記
）
と
呼
ぶ
ー
の
生

命
保
険
業
に
お
け
る
歴
史
的
呉
体
例
の
臓
矢
は
、
一
七
二
〇
年
に

設
立
さ
れ
そ
の
翌
年
か
ら
生
命
保
険
を
販
売
し
た
二
つ
の
特
許
会

社
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
世
紀
初
頭
に
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
の

生
保
市
場
に
お
け
る
独
占
的
立
場
に
挑
戦
し
た
前
述
の
会
社
の
多

く
も
こ
の
原
理
に
依
拠
し
た
生
命
保
険
を
販
売
す
る
企
業
で
あ
っ

た
ポ
ま
た
も
ち
ろ
ん
本
稿
で
検
討
し
た
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
も

こ
■
の
原
理
に
よ
る
企
業
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5

　
本
稿
は
こ
の
二
つ
の
原
理
が
現
実
の
企
業
活
動
に
』
定
の
影
響

を
与
え
て
い
た
事
葵
を
確
認
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
課
題
と
し
て

い
畜
。
そ
こ
で
前
節
ま
で
の
検
討
を
も
と
に
し
て
、
両
社
の
成
長

と
二
つ
の
原
理
の
関
連
に
つ
い
て
以
下
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
保
険
企
業
が
、
近
代
保
険
企
業
と
し
て
存
続
し
、
成
長
す
る
条

件
ば
、
次
の
諸
点
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
科
学
的
か
つ
合
理
的
な

保
険
技
薇
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
一
．
一
に
、
業
務
の

発
展
段
階
に
対
応
し
て
複
雑
化
す
る
保
険
業
務
を
合
理
的
に
運
営

で
き
る
企
業
組
織
を
確
立
す
る
こ
と
。
第
三
に
、
経
済
の
成
熟
化

に
と
も
な
う
被
保
険
対
象
と
そ
の
多
様
化
に
対
応
で
き
る
こ
と
。

第
四
に
、
販
売
網
の
確
立
と
そ
の
合
理
的
管
理
運
営
を
行
な
う
こ

と
、
以
上
で
あ
る
。
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
第

一
点
に
つ
い
て
は
優
れ
た
対
応
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
第
二
点

に
つ
い
て
は
、
一
八
ニ
ハ
年
に
業
務
の
増
大
に
対
応
し
た
合
理
的

な
経
営
組
織
を
創
造
す
る
よ
り
も
、
業
務
自
体
を
制
隈
し
て
し
ま

う
と
い
う
商
品
経
済
的
な
論
理
か
ら
み
る
と
極
め
て
奇
妙
な
対
応

を
み
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
契
約
者
の
増
大
に
よ

り
既
存
契
約
者
の
権
益
が
危
く
な
る
と
い
う
、
内
に
対
し
て
は
相

互
主
義
的
で
外
に
対
し
て
は
排
他
的
な
「
友
愛
主
義
」
に
よ
る
も

の
と
解
釈
し
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
第
三
点
、
第
四
点
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
を
加
え
た

よ
う
に
ほ
と
ん
ど
対
応
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
両
点
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
一
八
五
〇
年
代
以
降
イ
ギ
リ
ス
で

は
普
通
生
命
保
険
に
お
い
て
も
か
つ
て
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
が
主

カ
商
品
と
し
て
い
た
よ
う
な
契
約
額
一
〇
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
と
い

う
高
額
な
保
険
だ
け
で
な
く
、
よ
り
少
額
な
契
約
額
の
保
険
も
増

大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
保
険
を
対
象
と
し
た
い
わ
ゆ
る

「
中
産
階
級
」
と
の
新
契
約
に
と
っ
て
保
険
勧
誘
と
勧
誘
員
を
通

し
た
き
め
細
か
な
サ
ー
ビ
ス
が
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
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像
に
難
く
な
い
。
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
は
M
原
理
に
も
と
づ
い
て

新
契
約
勧
誘
に
際
し
て
決
し
て
コ
ミ
ヅ
シ
ヨ
ン
を
払
わ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
契
約
者
を
増
や
す
こ
と
は
相
互
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
認

識
に
た
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
対
価
を
支
払
う
必
要

は
な
し
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
工
ー
ジ
ェ
ン
ト
に

よ
る
保
険
勧
誘
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
は
、
簡
保
業
務
の
成
功
と
い
う
幸
運
も

あ
っ
て
組
織
的
な
販
売
網
を
い
ち
は
や
く
形
成
し
た
。
ま
た
前
述

し
た
よ
う
に
一
九
一
九
年
に
は
、
火
災
保
険
、
災
害
保
険
等
に
経

営
を
多
角
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
P
原
理
に
も
と
づ
い
て

い
た
た
め
に
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
・

保
険
を
P
原
理
に
も
と
づ
い
て
「
商
品
」
と
考
え
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
異
種
の
保
険
を
同
時
に
営
み
う
る
か
ら
で
あ
る
。
M
原
理
に

も
と
づ
く
「
エ
ク
イ
タ
ブ
ル
」
で
は
こ
の
よ
う
な
多
角
化
は
い
う

ま
で
も
な
く
、
一
八
九
〇
年
代
に
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
の
主
カ

商
品
で
あ
っ
た
契
約
額
面
一
〇
〇
ポ
ン
ド
程
度
－
の
普
通
保
険
へ
の

進
出
さ
え
成
功
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
以
上
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
結
ぴ
に
か
え
た
い
。
「
エ
ク
イ

タ
ブ
ル
」
は
M
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
た
が
故
に
エ
ー
ジ
ニ
ン
ト

を
持
た
な
い
普
通
生
保
専
営
企
業
で
あ
り
続
け
た
。
そ
れ
に
対
し

「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
は
P
原
理
に
も
と
づ
き
、
そ
し
て
そ
れ
故

に
前
述
の
近
代
保
険
企
業
の
成
長
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
え
た
企

業
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
生
命
保
険
を
ま
さ
し
く
「
商
品
」
と
考

え
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
網
の
確
立
に
も
と
づ
い
た
大
量
販
売
に
よ
っ

て
よ
り
大
き
な
効
率
化
を
は
か
り
、
企
業
成
長
と
結
ぴ
つ
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
は
ま
さ
し
く
「
近
代
企
業
」
と
な
る
に
ふ

さ
わ
し
い
イ
ギ
リ
ス
保
険
企
業
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。

（
ユ
）
勺
・
印
9
二
邑
界
甲
ぎ
昌
－
雰
け
ら
ミ
ぎ
き
専
ミ
ζ

卜
害
』
、
餉
・
、
§
§
O
竃
巨
膏
冒
ぎ
邑
け
｝
句
曇
二
§
ら
。
。
．

（
2
）
§
｝
勺
；
1

（
3
）
　
し
か
し
「
ア
ミ
カ
プ
ル
」
と
い
え
ど
も
、
「
商
業
的
動
機
」
が

　
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
水
島
一
也
『
近
代
保
険

　
の
生
成
』
千
倉
書
房
、
昭
和
五
〇
年
、
一
一
四
頁
参
照
。
な
お
相
互

　
会
社
が
必
ず
し
も
「
商
業
的
動
機
」
を
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ

　
と
は
、
ア
メ
リ
カ
生
保
企
業
を
一
管
す
れ
ぱ
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ

　
い
て
は
、
困
村
祐
一
郎
『
近
代
生
命
保
険
業
の
成
立
』
千
倉
書
房
、

　
昭
和
五
四
牢
、
九
一
－
一
〇
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
　
こ
の
二
原
理
が
経
済
人
類
挙
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

　
「
伝
統
社
会
を
一
社
会
と
し
て
統
合
し
て
い
る
」
（
岩
町
昌
征
「
現
代

　
社
会
主
義
論
の
試
み
」
『
経
済
評
論
』
昭
和
五
六
年
、
十
一
月
号
、
三

　
頁
）
三
つ
の
形
態
の
う
ち
の
二
つ
、
「
交
換
」
（
向
￥
〇
一
－
彗
O
q
O
）
と
「
互

　
酬
」
（
射
。
。
骨
、
O
O
ξ
）
と
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で

棚
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は
詳
諭
す
る
用
意
が
な
い
。
た
だ
し
岩
田
昌
征
教
授
が
示
し
た
現
代

社
会
を
複
眼
的
に
解
釈
す
る
方
法
か
ら
、
企
業
組
織
の
史
的
展
開
を

多
原
理
的
に
解
釈
す
る
方
法
が
示
唆
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を

付
言
し
て
お
き
た
い
。
近
年
「
日
本
的
経
営
」
論
で
注
目
さ
れ
た
い

く
つ
か
の
点
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
新
な
視
座
か
ら
「
解
釈
」
で

き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
「
企
業
に
よ
る
外
部
条

件
の
内
部
資
質
化
」
（
山
中
篤
太
郎
、
滝
沢
菊
太
郎
、
外
池
正
治

『
〈
新
版
〉
産
業
高
度
化
と
中
小
企
業
』
第
三
出
版
、
昭
和
四
七
年
）

　
お
よ
ぴ
「
中
間
組
織
」
（
今
井
賢
一
、
伊
丹
敬
之
、
小
池
和
男
『
内

都
組
織
の
経
済
学
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
五
七
年
）
と
表
現
さ

　
れ
る
も
の
の
史
的
展
開
は
、
交
換
原
理
と
互
酬
原
理
の
「
重
層
化
」

　
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
も
っ
と
も
「
中

　
間
組
織
」
が
、
取
引
コ
ス
ト
を
鍵
概
念
と
し
て
十
全
に
「
解
釈
」
し

　
う
る
と
し
た
ら
「
重
層
化
」
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。
）
ま
た
交

　
換
原
理
に
も
と
づ
い
て
活
動
す
ぺ
き
企
業
組
織
の
内
部
に
「
9
C
サ

　
ー
ク
ル
」
の
よ
う
な
相
互
主
義
原
理
に
も
と
づ
く
単
位
が
組
み
こ
ま

　
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
を
解
釈
す
る
上
で
も
新
し
い
視
座
を
提
供
す

　
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
5
）
　
「
プ
ル
デ
ン
シ
ャ
ル
」
は
、
遅
く
と
も
一
八
九
八
年
ま
で
に
は

　
地
区
割
り
の
生
保
販
売
組
織
を
完
成
さ
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
次
の
よ

　
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
総
支
配
人
（
o
目
昌
宰
巴
目
彗
晶
o
鶉
）
の
下
に

　
五
人
の
監
督
官
（
8
算
8
＝
o
冨
）
が
お
り
、
そ
の
下
に
八
人
の
副
支

配
人
（
豊
σ
－
昌
彗
晶
胃
蜆
）
が
い
た
。
そ
し
て
そ
の
副
支
配
人
は
、
「
あ

　
る
特
定
区
域
（
葭
o
g
g
ぎ
2
く
邑
昌
）
を
管
理
し
て
お
り
、
ど
の
点

　
か
ら
見
て
も
事
実
上
（
a
顯
一
二
昌
冨
豪
昌
邑
o
胃
勺
o
眈
鶉
）
彼
ら
は

　
お
互
い
に
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
個
別
の
会
社
の
経
営
者
（
昌
彗
顯
．

。
貝
＆
」
（
尋
寒
蔓
㎞
ξ
・
9
曇
。
。
；
・
婁
・
）
で
あ
っ
た
。

　
勿
論
こ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
「
事
業
都
制
」
と
み
る
こ
と
は
出
来

　
な
い
が
、
そ
こ
に
「
近
代
企
業
」
と
し
て
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
は
可

　
能
で
あ
ろ
う
。
o
｝
。
≧
守
＆
P
9
旨
2
胃
一
』
『
二
H
ぎ
§
之
§

　
ま
s
ミ
阜
H
ぎ
ミ
§
晶
ミ
ざ
“
討
雨
e
o
ぎ
ミ
§
ぎ
』
§
㎞
ミ
軋
§
s
吋
ミ
吻
｝
．

　
§
葦
巾
o
寿
畠
P
S
ミ
・
勺
勺
・
一
1
ひ
・
（
鳥
羽
欽
一
郎
、
小
林
袈
裟
治

　
訳
『
経
営
者
の
時
代
』
昭
和
五
四
年
）

［
付
記
］

　
稿
了
後
、
南
山
大
学
和
田
一
夫
教
授
か
ら
「
エ
ク
イ
タ
プ
ル
」
を
ネ

　
ガ
テ
ィ
プ
に
把
え
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
論
評
を
頂
い
た
。
確

　
か
に
「
エ
ク
イ
タ
プ
ル
」
の
よ
う
な
企
業
が
独
自
の
意
義
を
保
ち
つ

　
つ
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
特

　
殊
性
を
見
出
す
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
．
こ
教
示
に
感
謝
し
た

　
い
。
ま
た
構
想
の
段
階
で
助
言
を
頂
い
た
香
川
大
単
後
藤
伸
教
授
に

　
対
し
て
も
本
稿
が
多
く
の
も
の
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
、
末
尾

　
乍
ら
謝
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
挙
術
振
興
会
奨
励
研
究
員
）
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